
 

 

 

 

 

 

 

第３回 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

 

会 議 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年１月２４日（土） 

 

 

 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 



第３回美方町・村岡町・香住町合併協議会会議次第 

                 

                  と き：平成１６年１月２４日(土)      

ところ：香住町文化会館  

 

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会議の成立 

 

４ 会議録署名委員の指名              
                           

５ 議  題 

（１）報告事項 

報告第12号    第１回新町まちづくり計画検討小委員会について      

（２）協議事項 

協議第15号    新町の事務所の位置等検討小委員会の設置について 

協議第16号    議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

   協議第17号    農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

   協議第18号    議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小 

            委員会の設置について 

協議第11号(継続)  新町の名称について   

 

６ その他 

第４回協議会の開催について 

（１）日  時 平成１６年２月９日（月）１３：３０～ 

（２）場  所 美方町総合センター 

（３）協議事項（予定） 

協議第19号    財産の取扱い（その１）について 

協議第20号    一般職の職員の身分の取扱いについて 

協議第21号    条例、規則等の取扱いについて 

協議第22号    慣行の取扱いについて 

                                     

   第５回協議会の開催について 

（１）日  時 平成１６年２月２４日（火）１３：３０～ 

（２）場  所 村岡町老人福祉センター 

 

７ 閉  会 



会    議    資    料
資  料  索  引

報 告 第 12 号第１回新町まちづくり計画検討小委員会について P １ ～ P ２

協 議 第 15 号 新町の事務所の位置等検討小委員会の設置について P ３ ～ P ４

協 議 第 16 号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて P ５～P１０

協 議 第 17 号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて P１１～P１６

協 議 第 18 号
議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会の設
置について

P１７～P１８

協 議 第 11 号
（ 継 続 ）

新町の名称について P１９～P２３
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報告第１２号 

 

第１回新町まちづくり計画検討小委員会について 

 

 第１回新町まちづくり計画検討小委員会について報告する。 

 

   平成１６年１月２４日報告 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

       会 長  岩  槻    健  

          

 

 

 

第１回新町まちづくり計画検討小委員会について 

 

 

 第１回新町まちづくり計画検討小委員会について、同小委員会委員長か

ら別紙のとおり報告があったので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日承認 
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平成１６年１月１５日 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

  会 長  岩 槻   健 様  

 

新町まちづくり計画検討小委員会 

委員長 井 上 一 郎 

 

第１回新町まちづくり計画検討小委員会の報告について 

 

第１回新町まちづくり計画検討小委員会を１月１４日に開催したので、美

方町・村岡町・香住町合併協議会小委員会設置規程第６条の規定に基づき、

下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１． 報告事項 

（１） 出席者 

    １８名 

（２） 協議事項について 

       委員長及び副委員長の選任について 

 

職  名 氏  名 出身町 

委員長 井 上 一 郎 美方町 

副委員長 村 瀬 晴 好 香住町 
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協議第１５号 
 

新町の事務所の位置等検討小委員会の設置について 

 
 新町の事務所の位置等検討小委員会の設置について提出する。 

 
   平成１６年１月２４日提出 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健         

 
 
新町の事務所の位置等検討小委員会の設置について 

 
 
 美方町・村岡町・香住町合併協議会規約第１１条第１項に基づき、新町の事務所

の位置等検討小委員会を別紙のとおり設置する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議 



 4

新町の事務所の位置等検討小委員会 

 

（所掌事務） 

新町の事務所の位置等を調査及び審議する事務を所掌する。 

 

（委員の選出） 

美方町・村岡町・香住町合併協議会規約第８条第１項第１号委員、第２号委

員、第３号委員から各町２人の計１５人以内とする。 
 

区      分 氏     名 

１ 美方町長  

２ 村岡町長  

３ 

規約第８条第１項第１号委員

 

香住町長  
４ 美方町議会議長  

５ 美方町議会議員  

６ 村岡町議会議長  

７ 村岡町議会議員  

８ 香住町議会議長  

９ 

規約第８条第１項第２号委員

 

香住町議会議員  

10  

11 

美方町学識経験者

 

12  
13 

村岡町学識経験者

 
14  
15 

規約第８条第１項第３号委員

 

香住町学識経験者
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協議第１６号 
 

議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

 
 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて提出する。 

 
   平成１６年１月２４日提出 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健         

 
 
協定項目 

 

 
２－（３） 
 

 
議会の議員の定数及び任期の取扱い 

 
 
 小委員会を設置し、定数及び任期等の取扱いについて検討を行うものとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議 



 

（協議１７号関係） 

美方町・村岡町・香住町合併協議会の調整方針 
 

協議項目 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 協議細目  

調整方針 小委員会を設置し定数及び任期等の取扱いについて検討を行うものとする。 

 

― 関係３町の議会議員の定数・任期 ― 

 

町 名 人口[国調](人) 面積（K㎡）
自 治 

法定数 

条例 

定数 
現数 任 期 

美方町 2,640 66.16 14人 12人 12人 平成19年4月29日 

村岡町 6,633 165.66 18人 16人 16人 平成19年4月29日 

香住町 13,998 137.20 22人 16人 16人 平成19年4月29日 

合  計 23,271 369.02 54人 44人 44人  
 

 



 

 
 

参 考 資 料 

 

― 先進事例 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．近隣の法定合併協議会における定数状況 

新市名(協議会名) 人口[国調](人) 面積（K㎡） 自治法定数 条例定数 合併期日 特例適用 在任議員数

美方町・村岡町・香住町 ２３，２７１ ３６９ ２６  H17.3.1   

養 父 市 ３０，１１０ ４２３ ２６ ２２ H16.4.1 在任特例 合併後7ヶ月 ５６ 

朝 来 市 ３６，０６９ ４０３ ２６ ２６ H17.3.31 在任特例 合併後1年1ヶ月 ６２ 

丹 波 市 ７２，８６２ ４９３ ３０ ３０ H16.11.1 適用せず 50日以内の選挙 － 

南あわじ市 ５４，９７９ ２２９ ３０ ２８ H17.1.11 在任特例 合併後10ヶ月 ６２ 

京 丹 後 市 ６５，５７８ ５０１ ３０ ３０ H16.3.1 適用せず 50日以内の選挙 － 

２．県内の市町議会議員の定数状況 

市 町 名 人口[国調](人) 面積（K㎡） 自治法定数 条例定数 備 考 

和 田 山 町  １７，０５１ １１６ ２２ １８  

日 高 町  １８，４１０ １５０ ２２ １８  

夢 前 町  ２１，９５２ １４６ ２６ １８  

山 崎 町  ２５，９７１ １７９ ２６ １８  

太 子 町  ３１，９６０  ２３ ２６ ２０  

相 生 市  ３４，１０３  ９０ ２６ ２０  

西 脇 市  ３７，７６８  ９７ ２６ ２０  

龍 野 市  ４０，５５０  ７０ ２６ ２２  

洲 本 市  ４１，１５８ １２４ ２６ ２２  

篠 山 市  ４６，３２５ ３７８ ２６ ２２  

豊 岡 市  ４７，７４２ １６２ ２６ ２２  

 



 

  

 参  考  資  料 

 

 

 

①地方自治法

及び公職選

挙法の原則 

 

 

②定数特例 

制   度 

 

 

 

③在任特例 

制   度 

 市町村の新設合併が行われた場合は、合併関係市町村の議会の議員はすべてその身分を失うことが原則であることから、合

併に際して、次のいずれかの制度を選択する必要がある。 

 

 ①地方自治法及び公職選挙法の原則を適用 

          50日以内        任期４年 

                                   

                    法定定数26人          法定定数26人 

          H17.3.1            (新町の条例定数)        (新町の条例定数)   

②定数特例制度を適用 

          50日以内        任期４年 

                                  

                    法定定数26人の         法定定数26人 

          H17.3.1            2倍の範囲内           (新町の条例定数) 

③在任特例制度を適用 

              2年を超えない範囲              

                                  

                   関係市町村の協議により定める期間在任                法定定数26人 

          H17.3.1                            (新町の条例定数) 

               

一

般

選

挙 

合

併 

設

置

選

挙 

一

般

選

挙 

合

併 

設

置

選

挙 

一

般

選

挙 

合

併 

 



 

 
 

 参  考  資  料 

参 考 法 令 内        容 
 

地方自治法  

第91条抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第93条抜粋 

 

 

公職選挙法(抄) 

 第33条抜粋 

 

 

市町村の合併の

特例に関する法

律(抄) 

 第6条抜粋 

 

① 地方自治法及び公職選挙法の原則 

 

（市町村議会の議員の定数） －平成１５年１月１日から改正― 

第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 

２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、該当各号に定める数を超えない範囲内で定めなければなら

ない。 

  (5) 人口５万人未満の市及び人口２万人以上の町村  ２６人

７ 第７条第１項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃

置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係市町村」という。）は、設置

関係市町村が２以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が１のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、

あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 

 （議員の任期） 

第９３条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 

 

（一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙） 

第３３条  

３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項の告示による当該市町村の設置の日から５０

日以内に行う。 

 

② 定数特例制度 

（議会の議員の定数に関する特例）  

第６条 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第９１条第２項（平成１５年１月１日から改正）の規定にかかわらず、
合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項

に規定する数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなった

ときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。 

 

 



 

 

 参  考  資  料 

参 考 法 令 内        容 
市町村の合併の

特例に関する法

律(抄) 

 第7条抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法(抄) 

 第15条抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法施行

令(抄) 

 第9条抜粋 

③ 在任特例制度 

（議会の議員の在任に関する特例） 

第７条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合

併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合にお

いて、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、同条

の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったと

きは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第５

項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでな

い。 

（１） 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後２年を超えない範囲で当該協議で定める期間 

 

④ 議会の議員の選挙区 

（地方公共団体の議会の議員の選挙区） 

第１５条  

６ 市町村は特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第２５２

条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）については、区の区域をもって選挙区とする。 

７ 第２項、第3項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区域、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、交

通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。 

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の

事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、

政令で定める。 

（人口に比例しない議員の定数） 

第９条 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区におい

て選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。 
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協議第１７号 
 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

 
 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて提出する。 

 
   平成１６年１月２４日提出 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健         

 
 
協定項目 
 

 
２－(4) 
 

 
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

 
 
 小委員会を設置し、定数及び任期等の取扱いについて検討を行うものとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議 



（協議１８号関係）
美方町・村岡町・香住町合併協議会の調整方針

協議項目 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 協議細目

調整方針 小委員会を設置し定数及び任期等の取扱いについて検討を行うものとする。

－関係３町の農業委員会委員の定数・任期－

区　　　分 美方町 村岡町 香住町 合　計

選
挙

農 委 法 定 数 20人 20人 20人 60人

条 例 定 数 10人 12人 12人 34人

現 員 10人 12人 12人 34人

選
任

法 第 12 条 1 号
1人 1人 1人 3人

（農協推薦委員）

法 第 12 条 2 号
3人 2人 3人 8人

（議会推薦委員）

任 期 H18.9.11 H18.9.30 H16.3.24

町 の 面 積 ( ) 66.16k ㎡ 165.66 137.2 369.02

農 地 面 積 159(ha) 464 385 1,008

農 家 戸 数 ( 371戸 ) 935 746 2,052

農 委 有 1,057権 者 数 ( 人 ) 1,670 1,833 4,560

※   農地面積及び農家戸数は、２０００年農業センサスより
※   農委有権者数は、平成１５年１月１日現在の有権者数。



　参　考　資　料

－先進事例－

新市町名（協議会名） 面積(ha) 農委法定数 条例定数 合併年月日 特例適用 在任委員数 選挙区

美方町・村岡町・香住町 36,902 20 H17.3.1

養　父　市 42,278 30 30 H16.4.1 在任特例　合併後７ヶ月 53 －

朝　来　市 40,298 30 30 H17.3.31 在任特例　合併後約４ヶ月 55 －

丹　波　市 49,328 30 新市で決定 H16.11.1 在任特例　合併後３ヶ月 80 選挙区制

南あわじ市 22,905 30 30 H17.1.11 在任特例　合併後４ヶ月 58 －

京都府・京丹後市 50,183 30 30 H16.3.1 在任特例　合併後３ヶ月 30 選挙区制

熊本県・あさぎり町 15,949 20 20 H15.4.1 適用せず　５０日以内の選挙 － －

市　　町　　名 面積(ha) 農委法定数 条例定数 選挙区

日　高　町 15,024 20 16 －

夢　前　町 14,622 20 15 －

山　崎　町 17,889 20 16 －

洲　本　市 12,425 30 24 －

豊　岡　市 16,235 30 23 －

篠　山　市 37,761 30 24 選挙区制



　参　考　資　料

市町村の新設合併が行われた場合は、合併関係市町村の農業委員会の委員はすべてその身分を失うことが原則であることから、合併
に際して、次のいずれかの制度を選択する必要がある。

区　　　　　分 選任方法 定　　数 任　　期 根拠法令

1
新町に１つの委員
会を置く場合

①原則１

新たに選挙する 条例で定める数

３年

・農委法第３条第１
項、第７条第１項、第
１５条第１項

（合併の日から５０日以
内）

（２０人以下） ・農委法令第２条の２

②特例１
右記の定数を超える時
は、合併関係市町村の選
挙による委員で互選する

協議による８０を超え
ず１０を下らない数

合併後１年を超えな
い範囲で協議で定め
る期間

・農委法第３条第１項

・合併特例法第８条第
１・２項

2

（１）新町に従前
の市町村の区域ご
とに委員会を置く
場合

③特例２

従前の市町村の委員会
は、それぞれ新町の委員
会となって存続し、委員
もそのまま存続する

従来の定数 従来の任期

・農委法第３４条第１
項

・合併特例法第８条第
３項

（２）新町に従前
の区域と異なった
区域により２以上
の委員会を置く場
合

④原則２
各委員会ごとに新たに選
挙する

条例で定める数 ３年

・農委法第３条第２
項、第７条第１項、第
１５条第１項

・農委法令第１条の
３、第２条の２

⑤特例３

右記の定数を超えるとき
は、各委員会ごとに合併
関係市町村の選挙による
委員で互選する

協議により８０を超え
ず１０を下らない数

合併後１年を超えな
い範囲で協議で定め
る期間

・農委法第３条第２項

・農委法令第１条の３

・合併特例法第８条第
３項



参  考  資  料 

参 考 法 令 内        容 

農業委員会等に

関する法律 

第３条抜粋 

 

 

 

 

第７条抜粋 

 

 

 

 

第１０条の２条

抜粋 

 

 

 

 

 

第１２条抜粋 

 

 

 

 

第１５条抜粋 

 

 

 

第３４条抜粋 

（設置）  

第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農地」という。）のない市町村には、農

業委員会を置かない。 

２ その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該

市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 

 

（選挙による委員）  

第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定

める基準に従い、１０人から４０人までの間で条例で定める。 

２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 

 

（選挙の単位）  

第１０条の２  農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 

２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める

基準に従い、条例で、当該農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設けることができる。 

３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなけれ

ばならない。 

 

（選任による委員）  

第１２条  市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 

１  農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事（経営管理委員を置く農業協同組合にあっては、

理事又は経営管理委員）各１人 

２  当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者５人以内 

（委員の任期）  

第１５条  選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任

期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日

後に前任の委員がすべてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。 

 

（境界の変更の場合の特例）  
第３４条  市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置

された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、

従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 

 



参  考  資  料 

参 考 法 令 内        容 

農業委員会等に

関する法律施行

令 

第１条の３抜粋 

第１条の２抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条抜粋 

 

 

 

市町村の合併の

特例に関する法

律 

第８条抜粋 

 

（２以上の農業委員会を置くことができる市町村）  

第１条の３  法第３条第２項 の政令で定める市町村は、その区域の面積が２万４千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面

積が７千ヘクタールを超える市町村とする。 

 

（選挙による委員の定数の基準）  

第１条の２  農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりと

する。 

区      分 定数の基準 

一 (一) その区域内の農地面積が１千３百ヘクタール以下の農業委員会 

(二) １０アール（北海道にあつては、３０アール）以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその

区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農

業生産法人（農地法第２条第７項 に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。）の数の合計数（以下

「基準農業者数」という。）が千百以下の農業委員会 

２０人以下 

二 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下 

三 その区域内の農地面積が５千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が６千を超える農業委員会 ４０人以下 

 

（選挙区の基準）  

第５条  法第１０条の２第２項 の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべ

ての選挙区につき、その区域内の農地面積が５００ヘクタール以上となるか、又は基準農業者数が６００以上となるようにしなければ

ならない。      ※基準農業者数：一定規模(10a)以上の農地につき耕作を営む農家世帯数および農業生産法人の数の合計 
 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例）  

第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有するこ

ととなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあつては８０を超えず１０を下らない範囲で定めた

数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては４０を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間

引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係

市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められ

た数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。 

１ 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定める期間 

２ 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間 
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協議第１８号 
 

議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会 

の設置について 

 
 議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会の設置について提出する。 

 
   平成１６年１月２４日提出 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健         

 
 
議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会の設置について 

 
 
 美方町・村岡町・香住町合併協議会規約第１１条第１項に基づき、議会の議員及

び農業委員会の委員の任期等検討小委員会を別紙のとおり設置する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議
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     議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会 

 

（所掌事務） 

議会の議員及び農業委員会の委員の任期等を調査及び審議する事務を所掌す

る。 

 

（委員の選出） 

美方町・村岡町・香住町合併協議会規約第８条第１項第３号委員１５人以内

とする。 
 

区      分 氏     名 

１ 規約第８条第１項第３号委員 美方町学識経験者  

２  

３  

４  

５ 

 

 

６  

７  

８  

９  

１０ 

村岡町学識経験者

 

１１  

１２  

１３  

１４  
１５ 

 

 

香住町学識経験者
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協議第１１号（継続） 
 

新町の名称について 
 
 新町名称募集要項について協議する。 

 
   平成１６年１月２４日提出 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健           

 
 
 協定項目 
 

 
１－（３） 
 

 
新町の名称 

 
 
 新町にふさわしい名称を公募するため、新町名称募集要項を別紙のとおり定

める。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議 



新 町 名 称 募 集 要 項 

 
１ 公募範囲 
   美方町、村岡町、香住町に住所を有する者 
２ 周知方法 
  チラシ、協議会だより、町広報等により広く周知に努める。 

３ 募集期間 
   平成１６年２月１日(日)から平成１６年２月２９日(日) まで。（郵便は当日

消印有効） 
４ 応募方法 
   応募用紙、ファックス、はがき、封書、Eメールによるものとする。 
５ 応募（提出）先 
   美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局 

美方町、村岡町及び香住町役場 
６ 記載内容 
   ①新町の名称（ふりがな） ②名称の意味又は理由 ③住所 ④氏名 
   ⑤電話番号 
７ 募集条件 
   応募は一人３点までとする。ただし、３点を超えることがあった場合は、

応募者に確認の上、調整することとする。なお、同一人の同一名称（表記が

同じもの）は１点として取り扱うこととする。 
   名称については「但馬町」（ひらがな、カタカナ含む）は使用できないこと

とするが、それ以外は特段の制約はしない。 
８ 応募様式について 

応募様式は任意とする。ただし、原則として新町名称募集要項６に基づく記

載内容を明記するものとする。 
９ 選定方法 
   選定の観点を参考にして、合併協議会において選定する。ただし、作品ご

との応募数は選定の基準とせず参考にとどめることとする。 
10 選定の観点 
   次に掲げる項目を選定の観点とする。 
   ①地域が地理的にイメージできる名称 
   ②地域の特色をあらわす名称 
   ③地域の歴史文化にちなんだ名称 
   ④合併を記念した名称 
   ⑤その他新町にふさわしい名称 
11 応募結果の公表 
   協議会において公表する。 



12 賞  
1) 名付け親賞  

新町の名称として決定された作品の応募者の中から抽選で１名に贈呈する。

賞品は、５万円分の商品券とする。商品券は、住所を有する町の商工会が所管

する商品券とする。 
2) 特別賞 

新町の名称として決定された作品の応募者のうち名付け親賞以外の応募

者の中から抽選で２０名以内に贈呈する。賞品は、５千円分の商品券とする。 
3) 抽選方法について 
名付け親賞、特別賞については協議会の会長が協議会の会議の場において

それぞれ抽選する。 
4) 贈呈等について 
名付け親賞については協議会の会議の場において贈呈し、特別賞について

は当該応募者宛てに郵送することとする。 
 

13 その他事項 
1) 応募作品については、その趣旨を損なわない範囲において変更することが
できることとする。 

2) 応募作品に関する一切の権利は合併協議会に帰属するものとする。 
 
 



平成１６年　２月２９日(日)
までに必着
（郵便は当日消印有効）

＝募集要項＝

１．応募資格 １名 ５万円分商品券
　美方町、村岡町及び香住町に
住所を有する方とします。 ２０名以内 ５千円分商品券

２．応募条件
　一人３点まで応募できます。
なお、同一人の同一名称（表記が同じ
もの）は１点として扱います。

６６７－１３６８
３．応募方法
　応募用紙、ファックス、はがき、封書、
Eメールで応募してください。

４．応募（提出）先
美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局
又は、美方町、村岡町、香住町の各役場

５．記載していただく事項 （切手不要）
「新町の名称（ふりがな）」
※名称には必ずふりがなをつけてください。
「名称の意味又は理由」 兵庫県美方郡村岡町入江711番地の2
「住所」・「氏名」・「電話番号」 射添会館内

お問い合わせ・応募先 美方町・村岡町・香住町
〒667-1368
兵庫県美方郡村岡町入江711番地の2 合併協議会事務局 行
射添会館内
美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局
TEL　　０７９６(９９）５０５０
FAX　　０７９６（９５）０２２１
Eﾒｰﾙ　mmk3t-gappei@fine.ocn.ne.jp

＊詳しい内容は裏面をご覧ください。

差出有効期間
平成16年2月
29日まで

料金受取人払

募集
期限

村岡局承認

番号

名付け親賞

特  別  賞

美方

村岡

香住

このはがきが応募用紙となります。



応募用紙兼ファクシミリ送信状

　美方町・村岡町・香住町合併協議会では、新しく誕生する町の
名称を募集します。
　この地域にふさわしい名称をみんなで考えてみませんか。
　応募された方の中から、抽選で「名付け親賞」、「特別賞」が贈られます。

＝名称を考えるに当たって＝
○おおむね次の観点で選考しますのでご

新町の名称 参考にしてください。

（ふりがな）
①地域が地理的にイメージできる名称
②地域の特色をあらわす名称
③地域の歴史文化にちなんだ名称

町
④合併を記念した名称

名　　称 ⑤その他新しいまちにふさわしい名称

名称の意味又は理由
＝留意事項＝

○「但馬町」（ひらがな、カタカナ含む）は
　使用できません。

＝その他＝
○応募された名称は、その趣旨を損な

住　所

〒
わない範囲で変更できるものとします。
○応募作品に関する権利は、協議会に

兵庫県　　　　　　郡　　　　　　町 帰属しますのでご了承ください。
○応募結果については協議会において
公表します。

（ふりがな）

氏　名
＊この用紙は各町の役場と合併協議会

電話番号 事務局においてありますのでどしどし
ご応募ください。

　下記項目についてご記入いただき、持参、郵送される
方は点線で切り取ってご使用ください。
　又、ファックスで応募される方は、この用紙全面を下記
番号にFAX送信してください。

　　FAX　０７９６（９５）０２２１
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